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１ かごしまコンパクトなまちづくりプランの概要 

 

(1) 居住誘導区域及び都市機能誘導区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 各区域の詳細については、以下で閲覧できます。 
 
・都市計画課(市役所東別館 7階)で閲覧 

・市ホームページ内「iマップ」 

かごしまコンパクトなまちづくりプラン
の対象区域 
 
鹿児島、吉田、松元、郡山、喜入
の 5つの都市計画区域を対象区域
とします。 

将来的に人口密度を維持していく区域。医

療、福祉、商業などの施設が集まっており、

生活利便性が確保される区域を居住誘導

区域とします。 

※ 市街化調整区域には居住誘導区域を

定められません。 

 

 

土地利用ガイドプラン(H24.3 策定)におい

て、大規模な商業施設などを誘導する中心

市街地及び副都心、日常生活に必要な施設

を誘導する地域生活拠点・団地核・集落核

を設定していることから、居住誘導区域内

にあるこれらの拠点を都市機能誘導区域

とします。 

郡山都市計画区域 

吉田都市計画区域 

鹿児島都市計画区域 

松元都市計画区域 

喜入都市計画区域 
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(2) 誘導施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

□都市機能誘導区域①・・・中心市街地(広域商業高度集積ゾーン)、副都心(広域商業集積ゾーン) 

 
・商業施設（※1店舗面積 1,000㎡以上） 

（ただし、都市計画法等の法令に基づき立地の制限のある地域はこれに従うこととする） 
 

・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
 
・銀行等 （銀行法に基づく銀行、協同組織金融機関の優先 

出資に関する法律に定義される共同組織金融機関 

及びこれらの※２代理業を営むもの、株式会社商工 

組合中央金庫法に基づく株式会社商工組合中央金庫） 

 

 

□都市機能誘導区域②・・・中心市街地(広域交流空間形成ゾーン)、副都心(副都心形成支援ゾーン)、 

地域生活拠点、団地核 

 
・商業施設（※1店舗面積 1,000㎡以上 10,000㎡未満） 

（ただし、都市計画法等の法令に基づき立地の制限のある地域はこれに従うこととする） 
 

・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
 
・銀行等 （銀行法に基づく銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定義される共同組織 

金融機関及びこれらの※２代理業を営むもの、株式会社商工組合中央金庫法に基づく 

株式会社商工組合中央金庫） 

 

 

□都市機能誘導区域③・・・集落核 
 

・物品販売業を営む店舗（※1店舗面積 150㎡以上） 

（ただし、都市計画法等の法令に基づき立地の制限のある地域はこれに従うこととする） 
 

・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
 
・銀行等 （銀行法に基づく銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定義される共同組織 

金融機関及びこれらの※２代理業を営むもの、株式会社商工組合中央金庫法に基づく 

株式会社商工組合中央金庫） 

 

 

※１ 「店舗面積」 
大規模小売店舗立地法に規定する小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む） 
を行うための店舗の用に供される床面積 

 
※２ 「代理業を営むもの」 

金融庁の公開している「銀行代理業者許可一覧」、「郵便局銀行代理業者許可一覧」、「信用 
金庫代理業者許可一覧」、「労働金庫代理業者許可一覧」及び「信用組合代理業者許可一覧」 
に掲載されている又は掲載が見込まれるもの。 

「銀行等」に該当する主なもの‥‥○Ａ  
・銀行（銀行法に基づくもの） 
・農林中央金庫 
・信用協同組合 
・信用金庫 
・労働金庫 
・農業協同組合 
・漁業協同組合 
・株式会社商工組合中央金庫 
・銀行窓口を有する簡易郵便局  など 

‥‥上記○Ａと同じ 

‥‥上記○Ａと同じ 
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２ 届出制度概要 

 

(1) 目的 

届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発などの動きや都市機能誘導区域外における 

誘導施設の整備の動きなどを、市が把握することを目的としています。 

 

 

(2) 運用開始 

届出は、平成 29年 3月 31日（都市再生特別措置法第81条第 15項の規定に基づき、かごしまコン 

パクトなまちづくりプランを公表する日）から必要になります。 

 

 

(3) 届出・相談窓口 

鹿児島市 建設局 都市計画部 都市計画課（本庁 東別館 7階） 

ＴＥＬ：０９９－２１６－１３７８ 

 

 

(4) 届出の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 届出制度の効果的な運用のため、開発許可申請(都市計画法第 32条に基づく事前協議

申出)や建築確認申請等に先行して届出されるようご協力をお願いします。 

また、事前のご相談もご検討ください。 

開発行為・建築等行為の計画 

居住誘導区域・都市機能誘導区域等の確認 

関係法令による開発行為・建築等行為の手続き 

届出受理(受付票発行) 

届出書の提出 

届出が必要な場合 

(「３ 届出の対象となる行為」に該当) 

 

必要に応じて 

調整等を行う 

（届出不要） 

開発行為・建築等行為の着手 

着
手
の
30
日
前
ま
で
に
提
出 

内容確認の通知 
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(5) 届出に対する市の対応 

届出を受理した後、届出内容を確認して、副本に通知書を添えて返却します。 

ただし、届出内容のとおり行為が行われると、何らかの支障が生じると判断した場合は、 

調整等を行うことがあります。 

 

 

(6) その他留意事項 

・ 虚偽の届出や、届出をしないで届出が必要となる開発行為や建築等行為を行った場合、 

都市再生特別措置法に基づく罰則規定が適用されることがあります。（都市再生特別措置

法第 130条） 

 

・ 「開発行為」とは、都市計画法第４条第 12項に規定する「主として建築物の建築又は

特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」のことをいいます。 

なお、「区画形質の変更」については、鹿児島市宅地開発技術指針３－１－３で定める

もので、面積要件は除いたものとします。（例えば、区域区分のない都市計画区域(非線引

き都市計画区域)で、区画の変更を伴った 2,000㎡の届出対象の開発を行う場合、開発行

為に該当します。この場合、開発許可は要しませんが、届出が必要となります。） 
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３ 届出の対象となる行為 

 

(1) 住宅開発等に関する届出 

 

立地適正化計画の区域(都市計画区域)のうち、居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おう

とする場合には、着手の 30 日前までに市長への届出が必要となります。（法第 88条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「住宅」とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人

ホームは含みません。 

  

①３戸以上の住宅を新築しようと 

する場合 
 

②建築物を改築し、又は建築物の 

用途を変更して３戸以上の住宅 

とする場合 

①３戸以上の住宅の建築目的の 

開発行為 
 

②１戸又は２戸の住宅の建築目的 

の開発行為で、その規模が 

1,000 ㎡以上のもの 

【開発行為】 

【建築等行為】 

1戸の建築行為 

3戸の建築行為 

①の例示 

①の例示 

②の例示 

３戸の開発行為 

1,300㎡ １戸の開発行為 

800㎡ ２戸の開発行為 

・・・ 届出が必要な行為 ・・・ 届出を要しない行為 

例 

例 
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(2) 誘導施設の整備に関する届出 

 

立地適正化計画の区域(都市計画区域)のうち、 

・都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合(P7参照) 

・設定外の誘導施設について、都市機能誘導区域内で、以下の行為を行おうとする場合(P8参照) 

着手の 30日前までに市長への届出が必要となります。（法第 108 条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・・・ 届出が必要な行為 ・・・ 届出を要しない行為 

誘導施設

商業施設
（店舗面積1,000㎡以上）

診療所・歯科診療所

銀行等

立地適正化計画区域（＝都市計画区域）

居住誘導区域

都市機能誘導区域①

銀行

デパート

誘導施設

商業施設
（店舗面積1,000㎡以上

10,000㎡未満）

診療所・歯科診療所

銀行等

都市機能誘導区域②

商業施設
（1,000㎡以上
10,000㎡未満）

銀行
デパート

誘導施設

物品販売業を営む店舗
（店舗面積150㎡以上）

診療所・歯科診療所

銀行等

都市機能誘導区域③

銀行

物販店舗
(１50㎡以上
1,000㎡未満)

物販店舗
(１50㎡以上1,000㎡未満)

商業施設
（1,000㎡以上）

物販店舗（150㎡以上）

スーパー 銀行

デパート

診療所 銀行等

診療所 銀行等

コンビニ

スーパー

スーパー

スーパー

コンビニ

コンビニ

コンビニ

物販店舗（150㎡以上） 診療所 銀行等

クリニック

クリニック

クリニック

クリニック

診療所 銀行等
商業施設

（10,000㎡以上）

要

不要要

不要要

不要

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

開発行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

③建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

建築等行為 

例 

※「店舗面積」…大規模小売店舗立地法に規定する小売業を行うための店舗の用に供される床面積 
※ 都市計画法等の法令に基づき立地の制限のある地域はこれに従います。 
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【誘導施設の整備に関する届出の具体例(Ⅰ)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Ⅰ) 都市機能誘導区域外の区域に、店舗面積３,０００㎡の商業施設を新築する場合 

都市機能誘導区域外 

★届出が必要になります。 

 

都市機能誘導区域①や都市機能誘導区域②の誘導施設には、以下のとおり、 

「店舗面積1,000㎡以上の商業施設」を設定しています。 

これらの区域外である都市機能誘導区域外で、店舗面積 1,000㎡以上の商業施設を新築する 

ため、届出が必要となります。 

誘導施設 

□都市機能誘導区域①・・・中心市街地(広域商業高度集積ゾーン)、副都心(広域商業集積ゾーン) 
・商業施設（※1店舗面積1,000㎡以上） 
・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
・銀行等  

 
□都市機能誘導区域②・・・中心市街地(広域交流空間形成ゾーン)、副都心(副都心形成支援ゾーン)、 

地域生活拠点、団地核 
・商業施設（※1店舗面積1,000㎡以上10,000㎡未満） 
・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
・銀行等 

 
※１ 「店舗面積」 

大規模小売店舗立地法に規定する小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む） 

を行うための店舗の用に供される床面積 
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【誘導施設の整備に関する届出の具体例(Ⅱ)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Ⅱ) 都市機能誘導区域①（中心市街地(広域商業高度集積ゾーン)）の区域に、 

店舗面積２５０㎡のコンビニエンスストアを新築する場合 

都市機能誘導区域① 
中心市街地(広域商業高度集積ゾーン) 

★届出が必要になります。 

 

都市機能誘導区域①（中心市街地(広域商業高度集積ゾーン)）の誘導施設は、以下のとおり、 

「店舗面積1,000㎡以上の商業施設」を設定しており、店舗面積250㎡のコンビニエンススト 

アは誘導施設に含まれません。 

一方、都市機能誘導区域③の誘導施設には、「店舗面積150㎡以上の物品販売業を営む店舗」 

を設定しており、店舗面積250㎡のコンビニエンスストアは、この区域の誘導施設となります。 

都市機能誘導区域①に設定外の誘導施設を、都市機能誘導区域①の区域で新築するため、 

届出が必要となります。 

誘導施設 

□都市機能誘導区域①・・・中心市街地(広域商業高度集積ゾーン)、副都心(広域商業集積ゾーン) 
・商業施設（※1店舗面積1,000㎡以上） 
・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
・銀行等  

 
□都市機能誘導区域③・・・集落核 
・物品販売業を営む店舗（※1店舗面積150㎡以上） 
・診療所、歯科診療所（医療法に基づく） 
・銀行等  
 
※１ 「店舗面積」 

大規模小売店舗立地法に規定する小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む） 

を行うための店舗の用に供される床面積 
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４ 届出の書類等 

 

(1) 住宅開発等に関する届出 

届出対象

行為 

開発行為の場合 建築等行為の場合 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
 
②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行
為で、その規模が1,000㎡以上のもの 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
 
②建築物を改築し、又は建築物の用途を変
更して３戸以上の住宅とする場合 

届出様式 様式－１ 様式－２ 

添付書類 (都市再生特別措置法施行規則に定める図書) 
 
○ア当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当
該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (縮尺

1/1,000以上) 

○イ設計図(縮尺 1/100以上) 
○ウその他参考となる事項を記載した図書 

(都市再生特別措置法施行規則に定める図書) 
 
○ア敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺

1/100以上) 

○イ住宅等の２面以上の立面図、各階平面図(縮尺 1/50

以上) 
○ウその他参考となる事項を記載した図書 

【市の取扱い】(上記に基づく添付図書) 
 

○ア・付近見取り図 
○イ・立面図(宅地分譲の場合は不要) 
・各階平面図(宅地分譲の場合は不要) 

○ウ・位置図 
・土地利用計画図又は配置図 
・求積図(開発区域の面積) 

【市の取扱い】(上記に基づく添付図書)  
 
○ア・配置図 
○イ・立面図(2面以上) 
・各階平面図 

○ウ・位置図 
・求積図(敷地面積) 

届出部数 2部（正本・副本） 

 

注 1) 届出内容の変更 

上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の 30日前までに、行為

の変更届出（様式－３及び上記のそれぞれの場合と同様の添付書類）が必要となります。（都

市再生特別措置法第 88条第2項） 

 

注 2) 届出を要しない軽易な行為 

住宅等（3戸以上の住宅）で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの

建築の用に供する目的で行う開発行為及び新築、建築物を改築し、又はその用途を変更して

これらの住宅等とする行為については、届出を要しない場合があります。（都市再生特別措置

法第 88条第 1項ただし書き） 

 

注 3) 居住誘導区域内外の一体的な土地利用の場合 

居住誘導区域内外で一体的な土地利用による上記の届出対象行為を行う場合、開発区域又

は建築物の敷地の過半の属する区域が居住誘導区域外の場合は、届出が必要になります。 
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(2) 誘導施設の整備に関する届出 

届出対象

行為 

開発行為の場合 建築等行為の場合 

①誘導施設を有する建築物の建築目的の開
発行為 

①誘導施設を有する建築物を新築しようと
する場合 

 
②建築物を改築し、誘導施設を有する建築
物とする場合 

 
③建築物の用途を変更し、誘導施設を有す
る建築物とする場合 

届出様式 様式－４ 様式－５ 

添付書類 (都市再生特別措置法施行規則に定める図書) 
 
○ア当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当

該区域の周辺の公共施設を表示する図面 (縮尺

1/1,000以上) 
○イ設計図(縮尺 1/100以上) 

○ウその他参考となる事項を記載した図書 

(都市再生特別措置法施行規則に定める図書) 
 
○ア敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺

1/100以上) 

○イ建築物の２面以上の立面図、各階平面図(縮尺 1/50
以上) 

○ウその他参考となる事項を記載した図書 

【市の取扱い】(上記に基づく添付図書) 
 

○ア・付近見取り図 
○イ・立面図 
・各階平面図 

○ウ・位置図 
・土地利用計画図又は配置図 
・求積図(開発区域の面積) 

【市の取扱い】(上記に基づく添付図書)  
 
○ア・配置図 
○イ・立面図(2面以上) 
・各階平面図 

○ウ・位置図 
・求積図(敷地面積) 
・求積図(大規模小売店舗立地法に規定する 

小売業を行う店舗面積〈届出施設が

商業施設のときのみ〉) 

届出部数 2部（正本・副本） 

 

注 1) 届出内容の変更 

上記の届出内容を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の 30日前までに、行為

の変更届出（様式－６及び上記のそれぞれの場合と同様の添付書類）が必要となります。（都

市再生特別措置法第 108 条第 2項） 

 

注 2) 届出を要しない軽易な行為 

かごしまコンパクトなまちづくりプランに記載された誘導施設を有する建築物で仮設のも

のの建築の用に供する目的で行う開発行為及び新築、建築物を改築し、又はその用途を変更

して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為については、届出を要しない場合があ

ります。（都市再生特別措置法第 108条第 1項ただし書き） 

 

注 3) 都市機能誘導区域内外の一体的な土地利用の場合 

都市機能誘導区域内外で一体的な土地利用による上記の届出対象行為を行う場合、開発区

域又は建築物の敷地の過半の属する区域が都市機能誘導区域外の場合は、届出が必要になり

ます。 
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開 発 行 為 届 出 書 

 

 

 都市再生特別措置法第 88条第 1項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

   ○○ 年 ６ 月 １ 日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 鹿児島市▽▽町○－□ 

                           氏名 株式会社鹿児島市     

                               代表 鹿児島 太郎 

 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 鹿児島市 ○○町 ◇◇ 番（外○○筆） 

２ 開 発 区 域 の 面 積  ３，０００    平方メートル  

３ 住 宅 等 の 用 途 一戸建ての住宅 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 ○○ 年 ７ 月 １ 日  

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 ○○ 年 １１ 月 ３０ 日  

６ そ の 他 必 要 な 事 項 

(住宅用区画数) １０区画 

 

        鹿児島市△△町○－□ 

(代理人連絡先) ㈱●●設計 担当：☆☆ 

        電話：０９９－■■■－■■■■ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 35条第 1項第 1号関係） 

（様式－１） 

着手日の 30日前までに届出 

記入例１ 
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住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

 

 都市再生特別措置法第 88条第 1項の規定に基づき、 

住 宅 等 の 新 築 

建築物を改築して住宅等とする行為  について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

   ○○ 年 ６ 月 １ 日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 鹿児島市◇◇丁目○－○ 

                           氏名 鹿児島 花子   

 

１ 住宅等を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

(所在・地番) 鹿児島市 □□ 町 ◇◇ 番 

(地   目) 宅 地 

(面   積) ９００ ㎡ 

２ 新築しようとする住宅等又は改

築若しくは用途の変更後の住宅等

の用途 

 共同住宅 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

(着手予定年月日)   ○○ 年 ７ 月 １ 日 

(完了予定年月日)   ○○ 年 １０ 月 ３０ 日 

( 戸  数 ) １０戸 

 

        鹿児島市△△町○－□ 

(代理人連絡先) ㈱●●設計 担当：☆☆ 

        電話：０９９－■■■－■■■■ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 35条第 1項第 2号関係） 

（様式－２） 

着手日の 30日前までに届出 

記入例２ 
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行 為 の 変 更 届 出 書 

 

 ○○ 年 ６ 月 １５ 日   

 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 鹿児島市▽▽町○－□ 

                           氏名 株式会社鹿児島市     

                               代表 鹿児島 太郎 

 

 都市再生特別措置法第 88条第 2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日                     ○○年 ６ 月 １ 日   

                           （当初受付番号：第２９居－開－○号） 

 

 

２ 変更の内容 

  ・住宅用区画数の変更（１０区画 ⇒ ９区画） 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日              ○○ 年 ７ 月 １５ 日   

 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日              ○○ 年 １１ 月 ３０ 日   

 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 38条第 1項関係） 

（様式－３） 

着手日の 30日前までに届出 

記入例３ 
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開 発 行 為 届 出 書 

 

 

 都市再生特別措置法第 108条第 1項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

   ○○年 ６ 月 １ 日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所鹿児島市▽▽町○－□ 

                           氏名 株式会社鹿児島市     

                               代表 鹿児島 太郎 

 

開

発

行

為

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 鹿児島市 ○○町 ◇◇ 番（外○○筆） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 ６，０００    平方メートル  

３ 建 築 物 の 用 途 商業施設（店舗面積：２，０００㎡） 

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 ○○ 年 ７ 月 １ 日  

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 ○○ 年 １ 月 ３０ 日  

６ そ の 他 必 要 な 事 項  

(誘導施設以外の  

用途がある場合 飲食店（床面積：５００㎡） 

その用途と面積) 

        鹿児島市△△町○－□ 

(代理人連絡先) ㈱●●設計 担当：☆☆ 

        電話：０９９－■■■－■■■■ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 52条第 1項第 1号関係） 

（様式－４） 

着手日の 30日前までに届出 

記入例４ 
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誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設

を有する建築物とする行為の届出書 

 

 

 都市再生特別措置法第 108条第 1項の規定に基づき、 

誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築  

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

   ○○ 年 ６ 月 １ 日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 鹿児島市◇◇丁目○－○ 

                           氏名 鹿児島 花子   

 

１ 建築物を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

(所在・地番) 鹿児島市 □□ 町 ◇◇ 番 

(地   目) 宅 地 

(面   積) ５００ ㎡ 

２ 新築しようとする建築物又は改

築若しくは用途の変更後の建築物

の用途 

物品販売業を営む店舗（コンビニエンスストア） 

（店舗面積：２００㎡） 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

(着手予定年月日)   ○○ 年 ７ 月 １ 日 

(完了予定年月日)   ○○ 年 １１ 月 ３０ 日 

 

(誘導施設以外の  

用途がある場合 事務所（床面積：５０㎡） 

その用途と面積) 

        鹿児島市△△町○－□ 

(代理人連絡先) ㈱●●設計 担当：☆☆ 

        電話：０９９－■■■－■■■■ 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 52条第 1項第 2号関係） 

（様式－５） 

着手日の 30日前までに届出 

記入例５ 
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行 為 の 変 更 届 出 書 

 

 ○○ 年 ６ 月 １５ 日   

 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 鹿児島市◇◇丁目○－○ 

                           氏名 鹿児島 花子   

 

 

 都市再生特別措置法第 108条第 2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け

出ます。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日                      ○○ 年 ６ 月 １ 日   

                           （当初受付番号：第２９都－建－○号） 

 

２ 変更の内容 

  ・土地の面積の変更（５００㎡ ⇒ ４８０㎡） 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日              ○○ 年 ７ 月 １５ 日   

 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日              ○○ 年 １１ 月 ３０ 日   

 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 55条第 1項関係） 

（様式－６） 

着手日の 30日前までに届出 

記入例６ 
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参 考 資 料 （ 届 出 様 式 ）  
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開 発 行 為 届 出 書 

 

 

 都市再生特別措置法第 88条第 1項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

     年   月   日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 

                           氏名              

開

発

行

為

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開 発 区 域 の 面 積  平方メートル  

３ 住 宅 等 の 用 途  

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 年   月   日  

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 年   月   日  

６ そ の 他 必 要 な 事 項 

(住宅用区画数) 

 

 

(代理人連絡先) 

 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 35条第 1項第 1号関係） 

（様式－１） 
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住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

 

 都市再生特別措置法第 88条第 1項の規定に基づき、 

住 宅 等 の 新 築 

建築物を改築して住宅等とする行為  について、下記により届け出ます。 

建築物の用途を変更して住宅等とする行為 

     年   月   日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 

                           氏名              

 

１ 住宅等を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

(所在・地番) 

(地   目) 

(面   積) 

２ 新築しようとする住宅等又は改

築若しくは用途の変更後の住宅等

の用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

(着手予定年月日) 

(完了予定年月日) 

( 戸  数 ) 

 

 

(代理人連絡先) 

 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 35条第 1項第 2号関係） 

（様式－２） 
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行 為 の 変 更 届 出 書 

 

     年   月   日   

 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 

                           氏名               

 

 

 都市再生特別措置法第 88条第 2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日                        年   月   日   

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日                 年   月   日   

 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日                 年   月   日   

 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

（都市再生特別措置法施行規則第 38条第 1項関係） 

（様式－３） 
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開 発 行 為 届 出 書 

 

 

 都市再生特別措置法第 108条第 1項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

     年   月   日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 

                           氏名              

開

発

行

為

の

概

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

２ 開 発 区 域 の 面 積 平方メートル  

３ 建 築 物 の 用 途  

４ 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 年   月   日  

５ 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 年   月   日  

６ そ の 他 必 要 な 事 項  

(誘導施設以外の 

用途がある場合 

その用途と面積) 

 

(代理人連絡先) 

 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 52条第 1項第 1号関係） 

（様式－４） 
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誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設

を有する建築物とする行為の届出書 

 

 

 都市再生特別措置法第 108条第 1項の規定に基づき、 

誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 新 築  

建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

について、下記により届け出ます。 

     年   月   日 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 

                           氏名              

 

１ 建築物を新築しようとする土地

又は改築若しくは用途の変更をし

ようとする建築物の存する土地の

所在、地番、地目及び面積 

(所在・地番)  

(地   目) 

(面   積) 

２ 新築しようとする建築物又は改

築若しくは用途の変更後の建築物

の用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしようと

する場合は既存の建築物の用途 
 

４ その他必要な事項 

(着手予定年月日) 

(完了予定年月日) 

 

(誘導施設以外の 

用途がある場合 

その用途と面積) 

 

(代理人連絡先) 

 

 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 52条第 1項第 2号関係） 

（様式－５） 
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行 為 の 変 更 届 出 書 

 

     年   月   日   

 

（宛先）鹿児島市長 

                        届出者住所 

                           氏名               

 

 

 都市再生特別措置法第 108条第 2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け

出ます。 

 

 

記 

 

１ 当初の届出年月日                        年   月   日   

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日                 年   月   日   

 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日                 年   月   日   

 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

  

（都市再生特別措置法施行規則第 55条第 1項関係） 

（様式－６） 



- 25 - 

 

 

○お問い合わせ先○ 

鹿児島市 建設局 都市計画部 都市計画課（本庁 東別館 7階） 

〒892‐8677 鹿児島市山下町 11番 1号 

            TEL：099-216-1378 

            FAX：099-216-1398 

           E-mail：toshikeikaku@city.kagoshima.lg.jp 


